
秋田県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例案の概要

子 育 て 支 援 課

１ 改正理由

婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成２７年

厚生労働省令第１５２号）の施行に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。

２ 改正内容

（１）婦人保護施設の長の資格要件のうち、年齢の要件を廃止することとする。

（第８条関係）

（２）その他所要の規定の整理を行うこととする。

３ 施行期日

この条例は、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

の施行の日（平成２８年１月１日）から施行することとする。
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